
                                  令和３年４月１２日 

保護者 様 

名古屋市立港北中学校長 

高橋 英貴  

警報等に対処する措置について   保存 

１ 名古屋市内に特別警報・暴風警報・暴風雪警報が発令された場合 
 
 特別警報 

（大雨・暴風・暴風雪等） 
暴風警報・暴風雪警報 

午前６時に発令され

ている場合 
午前中の授業は中止します 午前中の授業は中止します 

午前 11時までに解

除された場合 

午後の授業は行います。 

（午後１時までに登校します） 

午後の授業は行います。 

（午後１時までに登校します） 

午前 11時に解除さ

れていない場合 
当日の授業は中止します。 当日の授業は中止します。 

在校時に発令された

場合 

生徒は学校で待機します。 

生徒の帰宅に対しては、保護者

の方の引き取りをお願いしま

す。（原則として、生徒だけで

下校する一斉下校や分団下校

は行いません） 

原則授業を中止し、通学路の安全を確認した

うえで速やかに下校（一斉下校）します。な

お、通学路が危険であると判断された場合

は、学校で待機させます。その後通学路等の

安全が確認された場合は、あらかじめ指定さ

れた場所（分団での解散場所）に、担当職員

引率のもと分団下校し、人員点呼後解散・帰

宅します。 

※教育委員会が前日に休校を決定した場合、平日・土日祝を問わず、前日午前 12時まで
に教育委員会より「なごやっ子あんしんメール」と「教育委員会ホームページ」で休校
をお知らせします。 

２ 名古屋市内に大雨警報・洪水警報・高潮警報・大雪警報が発令された場合 
 
在宅時に発令された

場合 

通常通り授業を行います。 

※登校が危険と判断される場合は登校を見

合わせ、その旨を学校に連絡します。 

状況によっては中学校ブロック

の校長が情報交換し、校長の判

断で、上記「１の暴風警報・暴

風雪警報が発令された場合」の

措置をとることがあります。 

登校時に発令された

場合 

通常通り登校します。 

※登校が危険と判断される場合は帰宅し、

その旨を学校に連絡します。 

在校時に発令された

場合 

通常通り授業を行い、授業後下校します。 

※状況によっては、学校で待機します。その後、分団の解散場所まで担当教員

引率のもと、分団下校し、点呼後解散・帰宅します。 

 

３ 中学校ブロック（小碓学区または正保学区）に避難勧告・避難指示が出された場合 
 
午前６時に出されている場合 午前中の授業は中止します 

午前 11時までに解除された場合 午後の授業は行います。（午後１時までに登校します） 

午前 11時に解除されていない場合 当日の授業は中止します。 

在校時に発令された場合 

生徒は学校で待機します。 

学区内の危険個所・通学路の安全確認を行い、港北中ブロック

の校長とも連絡を取り、同一の対応をとります。生徒の帰宅に

対しては、保護者の方の引き取りをお願いします。 



４ 南海トラフ地震に関連する情報が発表された場合 
 

在宅時 学校から連絡がない限り、通常通り登校します。 

登校中 原則としてそのまま登校します。その後については、在校時に準じた対応をとります。 

下校中 そのまま下校し、その後については在宅時に準じた対応をとります。 

在校時 
「緊急情報メール」等にて連絡を入れます。状況によっては、保護者の方の引き取りに

より下校します。 

◎ 南海トラフ地震に関連する情報が発表され、警戒宣言が発令された場合は、「１ 名古屋市内に特

別警報・暴風警報・暴風雪警報が発令された場合」と同様の措置になります。なお、在校中において

は、保護者が引き取りに来るまで、学校で待機させます。 

 

５ 伊勢湾に大津波警報・大津波注意報が発令された場合 
 
 大津波警報（津波に関する特別警報） 大津波注意報 

在宅時 登校しません。 登校しません。 

登下校中 
速やかに「津波避難ビル」「学校」等に避

難します。 
そのまま帰宅します。 

在校時 

直ちに授業・教育活動を打ち切り、避難し

ます。 

※警報が解除された後、保護者の方が引き

取りに来るまで、学校で待機させます。 

必要に応じて避難します。 

※状況に応じて、学校待機または担当職員

引率のもと分団下校し、人員点呼後解散・

帰宅します。 

 

６ 大規模地震が発生した場合 
 
 震度５弱の地震が発生した場合 震度５強以上の地震が発生した場合 

在宅時 登校しません。 登校しません。 

登下校時 
そのまま帰宅します。 

（帰宅できない場合は学校へ来ます） 

そのまま帰宅します。 

（帰宅できない場合は学校へ来ます） 

在校時 

授業・教育活動を速やかに打ち切り、事前

に調査をした方法（以下）で帰宅します。 

・ 安全を確認したうえで、分団で下校さ

せます。 

・ 自宅以外の指定された場所に下校させ

ます。 

・ 保護者の方が引き取りに来るまで、学

校で待機させます。 

授業・教育活動を速やかに打ち切り、生徒

は学校で待機します。 

学区内の危険個所・通学路の安全確認を行

い、港北中ブロックの校長とも連絡を取り、

同一の対応をとります。生徒の帰宅に対し

ては、保護者の方の引き取りをお願いしま

す。（原則として、生徒だけで下校する一斉

下校や分団下校は行いません） 

◎ 実際の災害状況等によって、上記の措置がかわることがあります。いずれの場合も帰宅が困難な場

合や安全が確保できない場合は、学校で待機させます。 
 

◎ 様々な警報等発令時の対応は、「きずなネット学校連絡網」で配信します。 

まだ登録されていない保護者の方は、ぜひ登録をいただきますようお願い申し 

上げます。なお、登録方法（登録マニュアル）が必要な方は、担任までお申し 

出ください。 

◎ 「きずなネット学校連絡網」での情報提供は適宜行いますが、災害状況に 

よってはメールが使用できない場合もあります。その場合は学校正門にも掲示 

をしてお知らせします。（電話での問い合わせはご遠慮ください） 

 


